
インドネシア及びフィリピンからの看護師・介護福祉士候補者の受入れ 
における政府の取り組み 

 （注１）介護候補者の要件である「一定の学歴」について，インドネシアは高等教育機関（３年以上），フィリピンは４年制大学を卒業。 
 （注２）フィリピンの介護福祉士候補者（就学コース）については，介護養成施設を卒業することでフィリピンの資格取得可能。 

 訪日前，就労・研修中，国家試験及び試験後のあらゆる段階で政府の取組がなされた。 

・看護：看護師資格＋
実務経験（インドネシ
ア：２年，フィリピン：３
年） 

・介護：看護学校卒又
は一定の学歴及び介
護士認定 

訪日後６か
月の日本
語研修 

国家試験 
・看護師：３回 
・介護福祉士：１回 

日本側受入施設
と契約 

在留期間（訪日～国家試験，帰国まで）：看護は３年，介護は４年 
・合格→看護師又は介
護福祉士として就労
（滞在期間の更新回数
に制限なし） 

・不合格→帰国（再受
験目的の来日は可能） 

受入れ施
設で就労・
研修 

現地にて，訪日
前日本語研修
（６か月）を実施。 

Ｅラーニング・通信
添削指導，模擬試
験，集合研修によ
る国家試験対策支
援。 

２００８年から２０１２年
までに入国*し，一定の

条件を満たす候補者に
対する１年間の滞在期
間の延長 

全ての漢字へのふ
りがな付記，病名
等への英語併記，
試験時間の延長 

訪日前 就労・研修中 国家試験 滞在期間の延長 

慰労会，感謝状，
日本企業説明会，
再受験支援。 

帰国者支援 

協定上の枠組み 

これまでの政府の取組 

中長期的な看護・介護分野の能力強化 

 ＪＩＣＡがインドネシアにおいて，看護実践能力強化プロジェクトを平成２４年１０月から開始し，５大学を対象に，
日本の看護・介護等への理解を深めるための教育協力を実施中。 

*2012年入国のインドネシア人候補者は除く 
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